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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年８月２３日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２３年５月２９日 ２０時３０分ごろ 

発生場所 島根県隠岐諸島北方６６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３７°２３.９′ 東経１３３°２７.６′） 

事故調査の経過  平成２３年７月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第七十八興洋
こうよう

丸、１２４トン 

 １３１８９２、有限会社山北鮮魚センター 

 ３３.７６ｍ×７.００ｍ×３.１０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、２９４kＷ、平成２年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５１歳 

 四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成９年６月１７日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２１年８月３日 

免状有効期間満了日 平成２７年７月１９日 

甲板員Ａ 男性 ５１歳 

 海技免状 なし 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 本船は、船長及び甲板員Ａほか８人が乗り組み、隠岐諸島北方７０Ｍ付

近のかにかご漁の漁場で平成２３年５月２５日から操業を行い、２９日に

も、かにかご（以下「かご」という。）投入を南西に向けて低速力で航行し

ながら行っていたが、１５個目のかごを投入し終えた２０時３０分ごろ、

北緯３７°２３.９′東経１３３°２７.６′付近において、後部甲板の最

船尾でかご投入作業に従事していた一等航海士が、叫び声を聞き、甲板員

Ａが落水したことに気付いた。 

 操舵室で操業の指揮に当たっていた船長は、一等航海士から報告を受

け、直ちに本船を反転させて落水現場に急行するとともに、漁具のブイ、

浮力のある防舷材、救命浮環などを幾つか海面に投下させ、かごをつなぐ

ロープを切らせた。 

 甲板員Ａは、海面で声を出しながら救助を求めていたが、本船が近づい

た２０時４０分ごろ海中に没した。 

 本船は、海上保安庁や僚船に事故の発生を連絡し、以後、４日間にわた

って航空機、巡視船、僚船などと共に捜索に当たったものの、甲板員Ａを

発見することができず、６月２日０２時４０分ごろ鳥取県境港市境漁港に
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帰港した。 

 その後、本船は、６月末日まで、同じ海域で操業と捜索を続けたが、甲

板員Ａは発見できなかった。 

その後、甲板員Ａは、死亡認定され、除籍された。 

（付図１ 甲板員Ａ落水時の乗組員配置 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ７ 

海象：波高 約３ｍ 

 その他の事項  本船は、本事故時、前部甲板で機関長、甲板員Ｂ、甲板員Ｃ及び機関員

の４人が操業の片付けと帰港の準備を行い、後部甲板で甲板員Ａ、一等航

海士、操機長及び甲板員Ｄがかご投入作業を行っていたが、乗組員は、身

体の自由な動きを妨げるので、甲板員Ａを含め、全員が作業用救命衣を着

用していなかった。また、全員が、命綱も使用していなかった。 

 甲板員Ａが落水するところを目撃した乗組員はいなかった。 

甲板員Ａは、本事故時、帽子をかぶり、上下の雨合羽及びゴム手袋を着

用し、長靴を履いていた。 

甲板員Ａは、健康に問題はなく、本船には６年前に雇入れされていた。 

 甲板員Ａが作業していた船尾のブルワークは、高さが約８０cm であっ

た。 

船長は、漁ろう長を兼務し、本船の安全担当者でもあった。 

本船は、船内安全衛生委員会を年間１回開催していた。 

かごは、１個当たり、重さ約１２kg、上面の外径約７８cm、下面の外径

約１２０cm、高さ約７８cm、網の目の大きさ約９cm四方であった。 

本船は、１９組のかごを保有し、かごとかごとの間隔が約５０ｍとなる

ように約１５０個のかごをロープでつないで１組としており、一日に投入

するかごは３組であり、１組の投入には約３０～４０分間を要した。 

本船は、かご投入中、速力約８～１０ノットで航走するが、投入初期の

速力は低速であった。 

本事故発生海域は、事故当時、風がやや強かったものの、本船は船尾か

ら風を受けるように操船していたので、船体の動揺は少なかった。 

本船は、船員法が適用される漁船であり、船舶所有者には、甲板上で漁

ろう作業を行う乗組員に命綱又は作業用救命衣を使用させることが義務付

けられており、また、これらの使用を命じられた乗組員は、使用しなけれ

ばならなかったが、船舶所有者は、本船の乗組員に対し命綱や作業用救命

衣の使用について、特に細かな指示や指導を行っていなかった。 

船員法（抜粋） 

（安全及び衛生） 

 第 81 条 船舶所有者は、作業用具の整備、医薬品の備付け、安全及び衛

生に関する教育その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に

関し国土交通省令の定める事項を遵守しなければならない。 

 ２～４（略） 

船員労働安全衛生規則（抜粋） 

（船員の遵守事項） 

第十六条  船員は、次に掲げる行為をしてはならない。  

１～２（略） 

３ 船員は、第五十一条第一項、第五十二条第一項、第五十七条第一項、
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 第六十六条第一項又は第六十八条第一項に規定する作業において命綱、安

全ベルト又は作業用救命衣の使用を命ぜられたときは、当該命綱、安全ベ

ルト又は作業用救命衣を使用しなければならない。 

（漁ろう作業） 

第五十七条  船舶所有者は、漁ろう作業を行わせる場合は、次に掲げる

措置を講じなければならない。 

第一項の一（略） 

第一項の二  甲板上で作業を行わせる場合は、作業に従事する者に命綱

又は作業用救命衣を使用させること。 

第一項の三～十一（略） 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 甲板員Ａは、落水して行方不明となり、後日、

死亡認定された。 

 本船は隠岐諸島北方６６Ｍ付近でかにかご漁の

操業中、甲板員Ａが、最船尾でかご投入作業を行

っていた際に落水し、海面で声を出しながら救助

を求めていたが、本船が接近したとき、海中に没

して行方不明になったものと考えられる。 

 甲板員Ａは、かごを投入していた際、かごの編

み目に手か指が絡み、かごに引っ張られ、船体の

最船尾に設けられた高さ約８０cm のブルワークを

越えて落水した可能性があると考えられるが、目

撃者がいなかったことから、落水した状況を明ら

かにすることはできなかった。 

 本船は、甲板上で作業を行っていた乗組員が作

業用救命衣も命綱も使用していなかったことか

ら、船舶所有者及び乗組員の安全意識は欠乏して

いた可能性があると考えられる。 

原因 

 

 

本事故は、本船が隠岐諸島北方６６Ｍ付近においてかにかご漁の操業

中、甲板員Ａが、最船尾でかごの投入作業を行っていた際、落水したこと

により発生したものと考えられる。 

参考 

 

 

 

本船所有会社の担当者及び船長は、本事故後、乗組員に対し、操業中の

作業用救命衣着用の指導を行い、乗組員もこれを実行するようになった。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・船舶所有者は、乗組員に対し、甲板上で漁ろう作業を行う場合、命綱

又は作業用救命衣を必ず使用するよう指導し、また、乗組員は、甲板

上で漁ろう作業を行う場合、命綱又は作業用救命衣を必ず使用するこ

と。 

・安全担当者は、乗組員が常に高い安全意識を持ち続けるよう指導する

こと。 
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付図１ 甲板員Ａ落水時の乗組員配置 

 

 




